
 次期「ふじのくに多文化共生推進基本計画」の策定に向けて
 １「ふじのくに多文化共生推進基本計画」
 ○多文化共生の実現のため、「静岡県多文化共生推進基本条例」（2008年12月制定）に基
 づき本県の取組の基本的な方向を示すものとして、2011年３月に策定。計画期間は４
 年。１期目の基本計画について、2014年３月に見直しを行い、計画期間を2017年度ま
 でに延長した。現行基本計画は２期目（2018年～2021年）
 ○次期計画では、社会情勢の変化や国の動き等を踏まえて策定
 ２主な社会情勢の変化
 ３国の動き
 区分内容
 外国人県民数の増加や
 属性等の変化
 ･外国人県民数は1.25倍に（201679,836人→2019100,148人）
 ･特にベトナムは2.43倍に（20165,018人→201912,187人）
 ･「技能実習」は1.83倍に（20168,694人→201915,943人）
 新型コロナウイルス
 感染症や自然災害の
 発生
 ･感染症拡大や災害発生により外国人県民の生活に影響
 ･非常時における外国人県民への情報提供や伝達手段に課題
 SDGｓに対する
 意識の高まり
 ･SDGｓ達成を経営理念に掲げる企業の増加
 ･金融機関で企業におけるSDGｓの取組を支援する
 「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」融資制度の導入
 区分内容
 出入国管理及び難民認定
 法及び法務省設置法の
 一部を改正する法律」成立
 (2018年12月)(法務省）
 ･出入国在留管理庁の設置
 ･在留資格「特定技能１号」「特定技能２号」の創設等
 「外国人材受入れ・共生の
 ための総合的対応策」
 決定・改訂
 (2018年12月～)(法務省)
 外国人材の受入れ・共生に関して目指すべき方向性を示し、
 政府一丸で施策推進のために、2018年12月決定内容を2021
 年６月までに３回改訂（関係閣僚会議決定）
 ○国対応例
 ･「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」
 の作成
 ･「生活・就労ガイドブック」を多言語及び「やさしい
 日本語」で作成
 ･外国人在留支援センターFRESCの開所
 新たな在留資格
 「特定技能」の受入れ開始
 (2019年４月)(法務省)
 深刻化する人手不足を補うため、一定の専門性・技能を
 有する外国人材を受け入れていく仕組みとして創設
 ○特定技能１号県439人、全国15,663人（2020年12月末）
 「日本語教育の推進に
 関する法律」施行
 (2019年６月)(文部科学省)
 多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現に資する
 ため、「基本理念」「国・地方公共団体・事業主の責務と
 相互連携」「基本方針」「総合的な取組」等を規定
 「地域における多文化
 共生推進プラン」改訂
 (2020年９月)（総務省）
 地方公共団体における「多文化共生の推進にかかる
 指針・計画の策定に資するため2006年３月策定のプラン
 を改訂
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 ４県の対応実績
 分類内容
 新型コロナ
 危機管理
 ･多言語及び「やさしい日本語」での情報提供
 ･新型コロナウイルス多言語相談ホットライン開設
 ･新型コロナに負けない外国人生徒未来応援事業
 ･災害時外国人県民支援体制整備事業
 ･総合防災アプリの多言語化
 ･土砂災害警戒情報補足情報システムの多言語化ほか
 情報提供
 生活
 教育
 ･「外国人県民への情報提供に関するガイドライン」の策定
 ･地域日本語教育体制の構築推進
 ･「やさしい日本語」の普及活用推進
 ･静岡県多文化共生総合相談センターかめりあの開設・運営
 ･電話医療通訳体制の整備
 ･日本語指導を必要とする子ども支援事業（県単独の非常勤配置、
 支援員養成講座の実施等）
 ･夜間中学調査研究事業
 ･外国人生徒みらいサポート事業ほか
 活躍
 ･定住外国人正社員就業・定着支援事業
 ･農業労働力マッチング支援事業
 ･定住外国人職業能力開発推進事業
 ･グローバル人材育成支援事業
 ･外国人介護職員の受入支援に関する事業
 ･外国人技能者育成支援事業
 ･海外高度人材確保事業
 ･新型コロナに負けない外国人生徒未来応援事業【再掲】ほか
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 令和２年度多文化共生基礎調査の概要
 １概要
 令和３年度に策定する次期「ふじのくに多文化共生推進基本計画」及び、今後の多文
 化共生施策の基礎資料とするため、標記調査を実施した。
 ・調査対象外国人県民(ブラジル、フィリピン、中国、ベトナム、韓国・朝鮮、ペルー、
 インドネシア、ネパール)及び日本人県民
 ・回答数外国人県民1,593人（回収率39.8％）
 日本人県民415人（回収率41.5％）
 ２調査結果の概要
 （１）親しみの度合い＜外国人県民、日本人県民＞
 外国人県民が日本人県民に親しみを感じる割合は、「とても感じる」と「どちらかと
 いえば感じる」を合わせると73.7％。一方、日本人県民が外国人県民に親しみを感じ
 る割合は40.0％であり、その差は33.7ポイントであった。
 （２）日本語の会話能力＜外国人県民＞
 「できる」と「少しできる」を
 合わせると、84.0％が日本語に
 よる会話ができると回答。
 （３）県や市への要望＜外国人県民＞
 「やさしい日本語」による情報提供等、言葉の壁の解消に向けた要望が上位を占める。
 選択肢今回2016年2009年
 災害時の多言語や「やさしい日本語」による情報提供43.9％39.2％49.1％
 役所等での多言語による情報提供や相談体制の充実42.1％－－
 外国人県民への日本語学習の支援41.9％28.8％46.3％
 とても感じるどちらかと
 いえば感じる
 どちらかと
 いえば感じない
 まったく
 感じない
 不明
 できる
 59.1%
 少しできる
 24.9%
 まったくできない
 2.0%
 あまりできない
 11.6%
 不明
 2.5%
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 令和３年度静岡県多文化共生審議会スケジュール
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
 全体
 多文化共生
 審議会
 多文化共生
 推進本部
 幹事会
 プロジェクト
 チーム
 （ＰＴ）
 多文化共生
 推進基本
 計画の策定
 その他
 PT取組開始
 ●7/12
 第１回
 2020進捗評価
 基本計画策定
 スケジュール
 の確認
 【意見伺】
 ●5/26
 第1回
 2020進捗評価
 基本計画策定
 スケジュール
 の確認
 ●5/12
 書面開催
 2020評価準備
 基本計画策定
 スケジュール
 の確認
 ●上旬
 第２回
 計画素案の検討
 予算（当初）
 への調整
 ６月議会９月議会12月議会２月議会
 課題整理・対応策検討
 取組実施・検証
 ●10/20
 第２回
 計画素案の検討
 来年度の
 取組方針
 【意見伺】
 ●1/19
 第３回
 基本計画改定
 （案）の意見
 聴取（最終）
 【意見伺】
 ●進捗評価
 照会
 ●パブコメ
 ●最終調整公表●審議会
 意見対応
 ●上旬
 第２回
 計画素案の
 検討
 ●中旬
 第３回
 基本計画の策定
 ●上旬
 第３回
 基本計画の
 策定
 ●審議会
 意見対応
 ●審議会
 意見対応
 ●危機管理・
 くらし環境委員
 会へ意見伺い
 ●7/5
 令和３年度
 県・市町多文化
 共生担当課長
 会議
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